
人権教育に関する特色ある実践事例 

 

基準の観点 各教科等における特徴的な指導の実践事例 

 

１．基本情報 

○都道府県名及び市町村名  

岐阜県本巣市 

○学校名 

本巣市立真正中学校 

○学校のＵＲＬ 

http://www.motosu-education.jp/sinseijh/ 

 

２．学校紹介 

○学級数 

【通常の学級】１年生４学級 ２年生５学級 ３年生４学級 

【特別支援学級】２学級 【合計】１５学級 

○児童生徒数 

【全生徒数】４３１人（平成２３年５月１日現在） 

（内訳：１年生 130 人、２年生 174 人、３年生 127 人） 

○学校の教育目標、人権教育に関する目標など 

【学校の教育目標】 「豊かな心をもち、自ら考え、やりぬく生徒」 

【人権同和教育に関する目標】 「人権の意義・内容等について理解するとともに、

自他のよさを認め合い、思いやりの心をもって行動できる生徒の育成」

【研究主題】 「仲間と思い合える、認め合える、感じ合える生徒の育成～教科の

本質に立ち、人権同和教育の観点を明確にした授業の指導を通して～」 

○人権教育にかかる取組の全体概要 

○人権同和教育の観点を明確にした授業づくり 

・「教科の本質に立った人権同和教育の観点の設定」と「仲間の意見を認め、自分の

考えに生かそうとする学習集団の育成」 

○人権同和教育に対する理解を広げる場の設定 

・「総合的な学習の時間における人権について学ぶ機会の設定」と「人権コーナーの

掲示の作成」 

○人権宣言を大切にする生徒を育てる指導の工夫 

・「人権集会に向け、人権宣言の達成を目指す取組の設定」と「願いをもって呼びか

ける係・委員会活動」と「事実を基に自他のよさを認め合う場の設定」 

※岐阜県では平成２３年度現在、「岐阜県人権同和教育基本方針」に則り 

「人権同和教育」という文言を用いている。



３．特色ある実践事例の内容 

◆ 教科の本質に立った人権同和教育の観点の設定 

（取組のねらい、目的） 

  学校の教育活動において、その大半を占めるのが授業である。この授業におい 

 て確かな人権同和教育を行うことで、人権同和教育の目標に掲げた「自他のよさ 

を認め合い、思いやりの心をもって行動できる生徒の育成」を図る。 

（取組を始めたきっかけ） 

各教科の授業の中で取り組むべき人権同和教育を考えたとき、まず教員自身が 

人権同和教育の具体を理解したうえで、普段行っている授業を見直そうと考えた。

そうして見直した教科の授業の中でできる人権同和教育について、「人権同和教育の

観点」を具体的に設定することで実践することにした。 

（取組の内容） 

①各教科における人権同和教育で培う力 

 の明確化 

  岐阜県教育委員会が示す「人権同和 

 教育で培う三つの力」である、「認識 

 力」「自己啓発力」「行動力」について、 

 各教科ごとの捉えを右の図のように明 

 らかにした。その際に、各教科の特質 

 を十分に踏まえることに留意した。 

②教科の本質に基づく基本的な授業展開の作成 

  次に、各教科ごとに「教科の本質に基づく教科らしい学び方」として、下に示す

ように具体的な学習過程（指導過程）のモデルを作成した。 

 



③１単位時間の授業における人権同和教育の観点の設定 

  さらに、各教科において、人権同和教育の観点を明確にした単元指導計画を作成

するとともに、下記の例に示すように、１単位時間の授業における人権同和教育の

観点を明確にした授業を構成した。 

  人権同和教育の観点 

 とは、「指導しようとす

 る内容のどこで、どの

 ような力（認識力・自

 己啓発力・行動力）を

 育てることが、同和問

 題をはじめとする様々

 な人権問題を解決する

 エネルギーを培うこと

 につながるかを明確に

 した意図的な指導の立

 場」である。 

  右の社会科の授業で

は、本時で育てたい力

を「認識力」とし、「ヨ

ーロッパが温暖な気候

であるのは、暖流の上

を偏西風が吹くことに

よって温かい空気が運

ばれるからであること

を多面的に考察できる

こと」に重点を置いた。 

また、そのための手

立てとしては、「ヨーロ

ッパが温暖であること

と、暖流が流れている位置と、偏西風の風向きの３つはどのように関わっているの

か」と問い返すなど、発問を具体化することに努めた。 

 

４．実践事例の実績、実施による効果 

（取組の実績） 

○前項において示したような、教科の授業における人権同 

和教育への取組を、平成２２年度当初から平成２３年度 

の現在に至るまで、全教職員の共通理解のもと、各教科 

において推進してきた。その間に、随時、人権同和教育 

の観点の捉え方の見直しや、具体的な指導の手立ての改 

善にも取り組んできた。 



（取組が効果を上げた実際の事例） 

 

（取組の実施から得られた知見） 

 ○教科の本質に立った人権同和教育の観点を設定し

  た授業を行うことで、生徒の日常生活における人

  権を大切にする姿につながることが分かった。 

・理科の時間に身に付けた「実験結果などの事実に 

基づいて分析・考察することができる力」は、「仲 

間の具体的なよい行動（事実）を生み出した心の中身を見つめよう（分析・ 

考察）とする態度」につながった。 

・社会科の時間に身に付けた「多面的・多角的な考察と公正な判断力」は、「一 

 人の仲間を授業でのがんばり、部活動でのがんばり、掃除でのがんばりと多面 

的に見ること」につながり、より広くその仲間のよさを見付け、大切にしよう 

とする姿につながった。 

 

５．実践事例についての評価 

（取組についての評価、及びそう評価する理由） 

○教科の本質に基づいた確かな授業を構成することは、人権同和教育の観点を明確 

にして授業に望むことと等しいということが導き出されている。このことは、｢よ 

い教科の授業を行うことは、よい人権同和教育を行っていることそのものである｣

と言い換えることもできる。さらには、人権教育における「普遍的な視点からのア

プローチ」として、普段の授業においてどのように人権教育を進めることが大切で

あるのかという問いに対する答えでもある。 

（保護者や地域住民からの反応） 

○学校を訪問した学校評議員や市教育委員からの声として、「話を聴く姿など授業で 

の生徒の姿が変わってきた。」「廊下ですれ違う際にも、気持ちのよい挨拶が交わ 

せる。」「お互いを大切にしている気風が伝わってくる。」等が寄せられている。 

（現在、実施にあたって課題と感じていること） 

○「個別的な視点からのアプローチ」として、各種人権課題について、総合的な学 

習の時間等を中心に、「生徒一人一人がその人権課題を自分の問題として捉え、自 

己の生き方を考えるような契機となる指導の在り方」を追求していくこと。 

 

Ａさんは、授業でがんばっているＢさんのことを認めている。だからこ

そ、掃除の時間に手を抜いてしまうＢさんのことが気になってしまった。

Ａさんは、思い切って「授業をがんばれるＢさんなのだから、掃除も同じ

ようにがんばってほしい。」と声をかけることができた。Ｂさんは自分の

よさを認めてくれているＡさんの思いに気付き、自分を見つめ直し、掃除

にも力を入れて取り組むようになった。 （生徒の生活記録を基に作成） 



 

【 人権教育の指導方法等に関する調査研究会議によるコメント 】 

本巣市立真正中学校 

県教育委員会が示す「人権同和教育で培う三つの力（認識力,自己啓発力,行動力）」

の捉え方を教科ごとに図式化することで明確にし,具体的な学習過程のモデルを作成し

た上で,人権同和教育の観点を明確にした単元指導計画,１単位時間の授業を構成する

ことにより,目標の達成を目指した事例である。 

授業において確かな人権教育を行うことで,目標とする「自他のよさを認め合い,思い

やりの心をもって行動できる生徒の育成」を図ろうとしている。 

全教職員共通理解のもと,各教科において同様の手法で人権教育が推進されているこ

との成果として,生徒の日常生活における人権を大切にする姿,保護者や地域住民の「気

持ちのよい挨拶が交わせる」「お互いを大切にしている気風が伝わってくる」等の声に

結びついていることがうかがえる。 

県としての目標が各教科において具体化されている事例として参考になると思われ

る。 

 

 


